
　○幹線街路（県決定路線）のうち、事業中区間及び未整備区間を

　　 有する路線

　○社会状況の変化に伴う必要性の検証

　○構造の適正さの検証

　○見直し内容（変更・廃止）の検討

　　

　○見直し内容の確定

見直し候補路線

検証路線

都市計画道路

※自動車専用道路、区画街路、特殊街路は除く

幹　線　街　路

県決定路線
※国が整備する路線に
   関するものは除く

市町村決定

平成２５年度の見直し作業による選定状況
（平成２５年３月３１日現在）

見直し候補路線　　38路線　　62区間　　約61㎞

見直し路線　25路線　40区間　約35㎞

延長(㎞)

約2,455

約894

約61

備　　　　考

さいたま市を除く

第１段階の作業結果

第２段階の作業結果

路線数 区間数

-

724

62

埼玉県の都市計画道路

検証路線

見直し候補路線

1,340

302

38

廃止
7路線　12区間

約10㎞

ルート変更
5路線
7区間
約6㎞

幅員変更
6路線　11区間

約8㎞

その他
7路線　10区間

約10㎞

存続路線
14路線　22区間　約26㎞

都市計画の手続き
住民の合意形成・関係機関協議などを進
め、都市計画の手続きを行う。

※必要に応じて
　見直し内容を
　再設定する。

対象外

存続

存続

存続

存続

路線

　第３段階：見直し路線の選定

事業中区間 未整備区間

　第２段階：見直し候補路線の選定

　第１段階：検証路線の抽出

見直し路線

第１段階 

第２段階 

第３段階 

izureka
整備済 

に該当 

Yes 

No 

izureka
いずれか 

に該当 

izureka
いずれか 

に該当 

izureka
見直し内容 

の確定 

第２段階 

（評価項目） 

 ①まちづくりの将来像の変化 

 ②関連事業の動向・変化 

 ③周辺道路等の整備状況 

 ④希少な動植物の存在 

 ⑤歴史・文化・観光資源の存在 

 ⑥都市化の状況 

 ⑦地形的制約 

 ⑧その他 

（評価項目） 

 ①車道（車線数、停車帯、路肩など） 

 ②歩道（幅員、施設帯など） 

 ③その他横断構成（植樹帯、環境施設帯など） 

 ④交差形式 

 ⑤構造形式 

 ・道路機能の観点からの検討 

 ・上位計画等との整合性の確認 

 ・道路網の観点からの検討 

幹線街路 

に該当 

検証・見直し指針による手順 

社会状況の変化に対応した都市計画道路の検証・見直しについて 

検証・見直し作業の状況 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

立体交差 平面交差 

廃止 

現道 

例）関連するまちづくり計画の廃止に伴い 

  必要性が薄れた都市計画道路の廃止 

未整備区間 

構造形式変更 

関連する 

まちづくり計画 

ルート変更 

 構造形式の変更（立体→平面） 

 交差点の一部縮小など 

整備済区間 整備済区間 

例）周辺に代替道路がある場合の変更 

代替機能を有す

る周辺道路 

例）立体交差の必要性が薄れた交差点に

ついて構造を平面交差へ変更 

平成２５年度 

平成２６年度 

平成２７年度以降 

平成２５年度 

平成２６年度 

見直しのイメージ 

都市計画決定幅員 

現況幅員 

幅員変更 例）現況道路に合わせて幅員を変更 


